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ども理的負荷の強度を認働毛監督署

主席設計技師の自死、労策認定
三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所

夫は三菱重工冊で航空機の開発設計をして  か が難しいところでした。

いました。仕事の性質上極めて高い緊張を強  結 局、業務の過重が認めら  ―  _ ‐ 勃|

い られ、また不具合対応などでの長時間労働  れ 認定に至 りま した。

により精神的な疲労が蓄積 されていたところ、  こ のような結果が得 られ

建て直 しの必要な部署への配置転換によって  た のも、弁護団、家族の会、

業務内容、職場環境等が大きく変わ り、その  愛 知健康センターの方々の

変化に対応することができず、 う つ病を発症  温 かなご支援のお陰です。

し自ち命を絶ちま した。46才 でした。     本 当にあ りがとうございま

2008年 12月 に名古屋南労基署へ労災申請  し た。また、長い間、闘っ

し、 1年 2ヵ 月後の 2010年 2月 、労災が認  て こられた皆 さんが導いて  (遺 族のO夫人)

定されました。               く れた結果であると深 く受け止めてお ります。

業務上の理由により、精神障害を発症 した   成 果主義、合理主義の下、労lSIJ者の置かれ

ことは明らかで した。            て いる状況はいまだ厳 しいように思います。

ただ、判断指針の正に該当する項 目はいくつ  過 労死、過労 自殺が少 しでもなくなるよう願

かあっても、それがIIItに修正 され、心理的負  っ てやみません。

担が相当程度過重であると評価 されるかどう

0さ ん (46才 )は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所で主席技師 (管理職)と して勤務。 1986年 に入

社 し、勤続 20年 のベテランで した。被災前の時間外労働時間は、月平均 40時 間、76時 間の月もあ りま し

た。疲労が蓄積 し緊張が続 く生活では身体が持たないと考え、部署の異動を申し出ました。申し出が認めら

れ 2007年 4月 2日 付で工作部生産管理課に異動。 しか し、会社の期待に応えられないことか らショックを

受けていま した。同年 4月 8日 人事病院で受診 し、 うつ病 と診断 されました。 4月 7日 ～ 5月 10日 には出

社拒否の状態があ りま したが、内服を続けながら‖1勤。再度配転があ りましたが、元の職場に戻る 2日 前の

6月 15日 、自宅で自死 しました。愛知健康センターの過労死電話相談 110番 に電話 し、弁護士を紹介 され

労災申請 し認定された〈)のです。



岩井弁護士のコメン ト

亡くなったOさ んの仕事は、航空機 とい う

高度な技術を必要 とす る製造の現場に携わる

仕事で した。ですか ら、量もさることなが ら

質的にも非常に厳 しいものがあったのだ と思

います。

お話を伺った当初は、配転の後の自殺であ

るので、そのことが大きなス トレスでないか

と見ていま した。 しか しなが ら、労基署の説

明によると労災認定されたのは、その前の業

務の過重性のようで した。労基署の監督官は、

丹念に事実を調べ、心理的負荷の強度を強い

もの とする判断をして くれま した。

平成 21年 の判断指針の改訂は、心理負荷

の強度について厳 しいままです。実際に精神

疾患が原因で亡 くなった方で、家庭や個人の

側に問題が無かった方については、心理的負

荷をよく調べてみようとい う監督署の現場の

対応があったように思われます。

ひ とつひ とつ申請する中で、労基署や会社

の考え方がすこしずつ変わってきたのかなと

思わせ る認定で した。 もちろん、Oさ んがご

主人を亡 くされてか ら、丹念に事実を調べ、

それを田巻弁護士 とよく相談 して労基署に届

けたことが認定のきっかけになったものです。

また、初期の段階で良いア ドバイスをお くっ

た愛知健康センター、過労死家族の会の励ま

しがあってこそです。本当によかつたです。

弁護団は、弁護士法人名古屋南部法律務所

の田巻紘子弁護士 (主任)、永井敦弁護士、そ

して私で した。

○ ……………………………………………………………………… ○

長時間労働の締減、実効性ある対策を !
愛知県高等学校教職員組合副委員長 稲 垣美樹夫

◆愛知 県教育委員会  「 調査部会」を設置

09年 度 も、県教委の総括安全衛生委員の重

点審議事項は、愛高教の要求をもとに 「長時

間労働対策J(3年 連続)と な り、08年 度に

引き続 き、そのための 「調査部会」も設置 さ

れま した。

そ して、 8月 に行われた 「調査部会Jお い

て、懸案であった時間外労働の把握ついて、

県教委は初めて前向きな姿勢を示す とともに、

定時退校 日についても空 白があることの指摘

を受け、「月 1回 設 けるよう指導 していきた

い」 としま した。また時間外勤務の大きな要

因 となっている、休 日における補習、模試監

督、検定など実施状況についても初めて調査

を実施 しその結果が報告 されま した。 さらに

超勤最大の要因となっている部活動について

休養 日の設定等を求める通知を求めてきたこ

とに対 し、「教員の健康管理のためにも休養 日

や練習時間を適切に設定する」こを明記 した

通知が出されま した。

◆42歳男性教諭が過労死

こうした中、県立商業高校の 42歳 の男性教

員が、学校で倒れているのを 22時 過ぎ警備員

に発見 され、入院先の病院で意識が戻 らない

まま四 日後にくも膜下出血で亡なるとい う事

態が起きました。

この事案に関わつては、直後に学校を訪間

し実態把握にとりくむ とともに、公務災害申

請に向けた協力を校長に要請 しま した。あわ

せて総括安全衛生委員会で、こうした現職死

亡に対する県教委の認識の不十分 さを指摘 し

た上で、改めて時間外勤務状況把握 を行い、

面接指導などの対応につなげてい くことの重

要性 を訴え、県教委及び商業校長会に対 して

も検定業務の過重な実態について、改善を申

し入れました。



◆県教委 、時間外勤務の把握 を決定

このようなとりくみの結果、私たちが毎年

求め続けてきた時間外勤務の把握について、

県教委は 2010年 度 4月 か ら自己申告よる全

県統一様式によって行 うことを明 らかに しま

した。また、労lS」時間対策に向けた何 らかの

通知を出す方向で、検討がすすめられていま

す。

あいつ ぐ現職死亡や休職者の増加にみ られ

る深亥Jな勤務実態が明 らかになる中、教職調

整額 4%の 支給をもって時間外勤手当の支給

対象か らも外 され、教員の 「主たる勤務Jの

名の下に、事実上放置 されけ続けてきた教員

の時間外勤務に対 し、ようや く様々な対策が

とられ始めています。

県立学校における休職者数

◆県教委 、時間外勤務の把握 を決定

10月 め笙 国衛生週間では、全教職員を対象

に 「やめよ う な くそ う 長 時間労働アンケ
ー トJに とりくむ ととく)に、国及び都道府県

で行われた勤務時間の 15分 短縮の実現を求

める全教職員署名にとりくみ、2010年 1月 か

ら、勤務時間を 7時 間 45分 とする 「時短」

を実現 しま した。

15分 の勤務時間短縮、医師の面接指導定時

退校 日など様々な通知を実質的なものにし、

現職死亡を繰 り返 させないために【)4月 から

実施 され る勤務時間把握 を、教員のいのちと

健康をま【)るとして明確に置づけ、職場の安

全衛生委員会の活動 と結合 してとりくむこと

が、来年度の大きな課題です。

(小見出しは編集責任で付けました)
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学校の安全衛生活動の実際―  監 修 ・村上 岡 1志

2007年 発行の 「学校にローアンの風を」の第 2

弾っより具体的な実践編であ り、2006年 労安法改

正に伴い、「長時間残業者への面接指導」実施の状

況変化を受けた内容。

小 ・中学校 (50人未満の職場 も多い)に 安全衛

生委員会組織を作る方法では、埼玉県の越谷市や

戸田市の例。人事委員会への措置要求が大きな前

進をもた らした教訓が示 されます。また、川 日市

の取 り組みにも多くの学ぶべき事柄があ ります。

高校では京都府における着実な前進例や愛知県の

多種豊富な資料は大いに活用できるものです。草

津養護学校での職場環境改善の取 り組み も、腰

痛 ・頚肩腕症予防にも大変役立ちます。

き ょうい くネ ッ ト社 (¥1, 800)

産業医 ・衛生管理者の役害1の重要性や、職場要

求をまとめるためのアンケー ト実施、労安関連の

法律や各種通達等の学習は、労安活動の前進のた

めに不可欠です。そ して、労働組合の果たす役割

が大甥であることは言 うまでもありません。村上

氏の 「第 3章 :学校の労安活動の発展」 と二つの

裁判闘争での判例意義 も大変参考にな ります。増

加 し続ける心の病による休職者数は、長い間労安

法の空白地帯 といわれてきた教育職場の現状を示

したものです。「教職員の健康を守ることは、子ど

も達の豊かな教育保障の土台である。Jとい う確信

をt)とに、本書は全国の働 く仲間の安全 と健康の

前進に寄与す るものです。是非ご活用を 1

(愛知県高等学校教職員組合 坂  至 正)



中謝電力知多失力発電所を見学して
重 工 産 業 労 働 組 合 副 執 行 委 員 長  土 田 征 夫

愛知健康センターとアスベス ト対策愛知連絡会のお誘いで、中電知多火力発電所を

見学させて頂いた。アスベス ト被害者の救済活動に取 り組む中でアスベス トが大量に

使用されているのが造船や発電所であると承知 していた。それ改に以前から造船所や

発電所への関心は深かつた。もう一つの関心は私が在職中に生産に関与 したガスター

ビンの羽根が発電所の中でどのように設置されているかも知 りたかつたので喜んで参

加 させて頂いた。

修理時以外はアスベス トは姿を見せない

アスベス トが大量に使用されている箇所は

高温の遮熱 と騒音の遮蔽部分など、当然ボイ

ラーやター ビン周 りの配管はアスベス トで ぐ

るりと保護 されているはずで、 どの ように遮

蔽 されているのかこの 目で確認 したかった。

但 し現在はアスベス ト被害が広 く知れ亘つ

ているために殆 どの現場では直接 目にす るこ

とは不可能である。修理やオーバーホールの

時か部品の交換の際でないとアスベス トは姿

を現 さない。そのようなときは一般 ものには

見学 させ る訳がないので、想像を働かせて見

学するしかない訳で、その点少 しばか り残念

である。

圧巻 11 ず らり並んだ発電機

知多火力発電所は 6台 の発電機が同一建屋

の中にず らりと並んでいる。圧巻だ。想像で

は 1台 ずつ区切 りが してあると思 っていた。

これでは 1台 修理す るときに他の部分へ挨や

粉 じんが遠慮なく降 り注ぐことになる。当然

シー トなどでカバーす ることと思 うが想像す

るだけで寒気がする。関心の的であるボイラ
ー部分は外か ら眺めただけであるが配管の被

覆が気になった。気になっても詳細は分か ら

ない し、側まで近寄ることもできない。 この

ボイラーは三菱重工が製造 した と聞いていた

ので後 日設計 した人に聞いた ら、大型はつ り

下げ型で設置 した と教 えてくれた。知多発電

所はつ り下げタイプ といって大型の部類に入

るのだろう。配管の交換時期や修理の時は当

然アスベス トがむき出 しになるのでその時の

防護策などを詳 しく質問をしなければと思い

つつ廻った。

大規模の発電所を200名足 らずで管理

見学後に発電所側か ら質問や希望を受け付

けて くれ ると思っていたが質問時間は全 くな

く、案内嬢の一般的な説明だけで終わつて し

まった。設備や実務の人か らの説明はなく、

何 となく肩すか しを食 らった感 じである。

ただ、あれだけ大規模の発電所を 200名 足

らずで管理 しているのに感心 した。感心 した

と言 うより驚いた。何かアクシデン トが起き

たときの対応はできるのだろ うか。働 く人た

ちの健康や安全はどうなのかなと思いつつ帰

りのバスに乗った。

中電知多火力発電所ボイラー前にて



「資回」勝自己責任で勝ない
中区役所ホールに530人

2月 28日 、「なくそう貧困、つながろう愛知集会」が中区役所ホールで開かれ約側 人が参加しました。集

会には湯浅誠 仮貧困ネットワーク)宇 都宮健児弁護士はじめ26人 の方々が 「反貧困」の立場で発言され

まし亀

セーフティネ ッ トを強化すること。

5.企 業は、労働法規を遵守 し団体交渉に
応 じ、雇用者 としての責任をはたす こ
と。

企業は、労働者の職 ・住を提供 し生活
支援の基金を設立す るなどの社会的責
任を果たす こと。

より幅広い個人・団体の賛同を得て以上
を柱に据え、「貧困Jを なくす確固たるネッ
トワークづ くりをよびかける。

5月30日(日)「反貧困ネットワーク愛知」の
結成総会が愛知県司法書士会館で開かれます。
愛知健康センターも参加することを理事会で確
認しました。

(文責 。大家 信 義)

① ①

集会で採択された 「宣言」の要旨を紹介 します。

私たちは広がる 「貧困」にもう我慢ができ
ない。「貧困」の問題は見えにくいが 「自己責
任」ではない。

1.ワ ンス トップの相談体制を整えること⑥

2.「 貧困Jを 見える形にし、情報交換、討
論の場を設けること。

3.国 は、労働基準監督署などが違法行為
を摘発できるよう体制を強化す ること。

労働者の 「使い捨て」をやめさせ、労
働法制を抜本的に見直すこと。

4.社 会保障の抑制方針 を改めさせ、「貧
困」に苦 しむ人々を具体的に救済 し、

「静 1岡 過 労 死 家 族 の 会 J結 成

1月 30日 (土)午前 11時 か ら静岡県労働組合

評議会の事務所で約 20名 が集まって、静岡県に

過労死家族の会が結成 されま した。

全国で 9番 目だそ うです。会の結成に努力され

た静岡安全 と健康を守るセンターの理事長林克 さ

んか らお祝いの言葉があり、名古屋過労死を考え

る家族の会代表鈴木美穂 さんからお祝いのメッセ

ージが とどけられました。

静岡のおい しい握 りす しを食べなが ら、参加 さ

れた方々の自己紹介が行われ、杉出さん、小松 さ

ん、尾崎 さんなど闘いに勝利 された報告 と現在た

たかつてお られる方々の報告があ りま した。

千葉県か ら三島の病院に転勤 された長谷川全国

センター副理事長 もおみえにな り、みなさんを激

励 しました。規約を検討 し、世話人に杉山さん ・

小松 さん、会計監査に尾崎 さんを選びま した。代

表は今後の話 し合いで決めることにな りました。

遺族にしか理解できない気持ちを、この会のみ

なさんが互いに支え合い励ま し合って、労災認定

などに勝利す るとともに、過労死のない社会をつ

くるために力を出 し合いましょう。

(文責 i宮崎 脩
一)

ヽ緑購鱗
. ‐・―
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静岡過労死家族の会結成総会(携帯で撮影)



堀 ・小池 ・倉回就判の勝利をめぜして
『名古屋過労死家族の会』総会

2009年 度の 「名古屋過労死を考える家族の

会Jの 定期総会を 2月 13日 (土)労 働会館に

て開催 しま した。

なかなか皆 さんの都合の良い 日程の調整が

つかずに、開催 日を決めるのが困難なのです

が、それでも主だった方の参加 と古 くか らの

賛助会員 (原田さんや大池 さん)の 参加を頂

いて開催できま した。また、居酒屋チェーン

の 「わたみJに 勤務 されていた娘 さんを過労

自死で亡 くされた森 さんも参加いただきま し

た。

09年 度の活動報告 (鈴木)、会計報告 (藤

田)、10年 度の活動計画案 (鈴木)と 進み、

昨年度 11月 の厚生労働省交渉の報告 (鈴木、

内野)や 基金本部の交渉報告 (倉田、柏木、

堀)で は、意見や感想がだされました。

また、全 トヨタ労働組合委員長若月さんか

ら、内野 さんの労災認定で引き出した、「自主

研修、QCサ
ークル等の自主活動に対する行

政指導」を名分に して、見直 しをせずに古い

通達 (昭和 26年 1月 20日 付け)が 今でもそ

のままで、貴重な判決が有名無実になって し

ま う。勝ち取った判決を、有効性のあるもの

にするために、家族の会で取 り上げて欲 しい

と要請 されました。

小池 さんか らは、取 り組んでいる裁判絡み

で、「障がい者の労災認定基準法を制定せ よ」

と要望 されま した。「現在は、健常者の認定基

準で判断 し適用 されるしかない。障がい者の

雇用も義務付けられているのだか ら、これか

らも障がいのある方が少 しでも安心 して働け

るように、制度化をお願い したい」 と、判決

前の落ち着かない気持ちと一
緒に話 されま し

た。

代 表  鈴 木  美 穂

最後は参加 された方の紹介や、各 自の報告、

意見 ・希望 。情報交換をひつくるめていただ

きま した。

今年は健康センター 20周 年の年で、夏に

(8月 28日 )記 念行事が計画 されていて、愛

知健康センター事務局か らの参加要請があ り

ました。

また、過労死 110番 の電話相談への参加要

請 (4月 19日 。11月 23日 )も ありま した

2部 は交流会です。鈴木の恒例の手作 り

「おでんとお赤飯」で ささやかな会ですが、

会員 さんか らの差 し入れ もあ り、皆 さんのお

なかを満た しま した。

女性は、「上げ膳 ・据え膳」がご馳走ねと言

いながら、来年は小出さんがおでんを作ると

宣言。いろんなや り方があって、我が名古屋

の会は元気な会 と言われ るように、仲良く今

年 も認定を求めて頑張 ります。 ご支援 くださ

い。

役員は代表が鈴木美穂 さん、副代表が内野

博子 さん、会計が藤 田睦美 さんが選 出されま

した。 1年 間 よろ しくお願い します。

名古屋過労死家族の会総会参加者

* 木 曽川町の馬淵 さんの定、子 さん過労死を認定

させ る裁判で、2009年末東京地裁 で敗訴になり終

結 しました。
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小出さんの労災認定を求めて中央審査会ヘ

1月 19日 (火)午後 1時 30分 か ら 50分 程

度、東京、港区役所近 くのビルで中央審査会

があ りま した。小出典子 さんと岩井羊一 ・伊

藤大介 ・伊藤朝 日太郎弁護士 と若見叔孝 ・鈴

木美穂 ・宮崎脩
一が代理人 として名古屋か ら

参加 し、東京セ ンターの廣田政司さんが傍聴

にかけつけて くれま した③審査員 3名 、参与

3名 の構成です。

は じめに小出さんが、 7分 程度陳述 し、つ

いで二人の弁護士がそれぞれ 5分 づつ、意見

陳述 しました。その後、若見さんが リス トラ

目的の配転強要のパワハラ攻撃が自殺の引き

金になったこと、「中電過労 自殺事件の裁判で

は上司のパ ワハラを厳 しく糾弾 している。労

働局がこの教訓を受け止めていた ら不支給の

誤 りをおかす ことはなかつた。」 と述べました。

宮崎が 「ソフ トバンクは組合も作らせない

会社で体調の悪いことや、転勤に同意できな

いと意志表示することが大きいス トレスにな

る職場であったこと、損害賠償を求める裁判

では名古底高裁で和解が成立し、会社がそれ

なりの金額を支払っており、小出尭さんの自

殺に関して安全配慮義務違反を認めているこ

とになるから、それに反する決長を出すとお

か しいのではないか。」 と意見陳述 しま した。

鈴木美穂 さんは 「遺族の救済機関たる中央

審査会は一 日も早 く労災 と認定 してほ しいJ

と述べました。

原告の陳述後、労働局の弁護士か ら 「労災

不支給の決定は正 しいと考える」 との、短 く

て冷たい発言があり、その後約 20分 間に亘

って審査員 2名 か ら小出さんと弁護士に質問

があ りました。

主に、小出発 さんが最初に うつ病になつた

後、 1年 2ケ 月にわた り、 うつ病の治療を中

断 していたことに関する質問で したc

愛知歯科大学の神経歯科にかかつていたこ

と、病状がよかつたわけではないことが、補

充 して述べ られました。

また、和解についての質問もあつたので、

弁護士か ら簡単な説明と、公的機関か らの問

い合わせだか ら後で資料を送ることなどを約

束 しま した。

度田さんか らは最近の審査会会場に入場す

るについても、空港のような身体チェックが

は じまつたこと、小出さんの過労自殺 も 「大

変な事件であることがわか りました」 との感

想をいただきま した。

◆ 「小出さんの労災認定を求める裁判支援の署名」にご協力ください

全体 としては 30分 の持ち時間を超え_て質

問もあ り、審査員が資料を読んでいることが

わか りました。

原告似Jの反論 も適切で攻勢的な審査であつ

た と思います。 しか し、これまで中央審査会

は労働者の救済機関としての役割をはた して

きませんで した。新 しい政権のもとで、国民

の くらし第
一の姿勢が労働行政にも問われて

います。支援す る会は、名古屋地裁での闘い

に重点を置いて、傍聴 ・署名 ・宣伝 に集 中 して

取 り組む ことに しています。新 しい署名 にご

協力 くだ さい。

次回の裁判 は 3月 24日 15時 30分 か ら

201法 廷で進行協議が行われます。

ご支援 をよろ しくお願い します。

(文責 :宮崎脩―)



2月 11日 (祝)、恒例 となった 「トヨタ行

動」を終 日にわたつて展開 しま した。午前は

名古屋駅前の ミッドラン ドビル周辺や豊 田市

内の主要駅、本社前などで ビラまき宣伝を行

いま した。

午後は豊 田市の出之手公園に集合 して全体

集会を行い、雨が降 り続 く中 トヨタ本社まで

シュプ レヒコールを響かせなが らデモ行進、

本社前で流れ解散 しま した。

当日は、東京をは じめ十余 りの府県か ら参

加者があ り、1000人を超す集会にな りました。

トヨタか ら職場革新懇、ATU(全 トヨタ労

組)、ATUサ ポー ト市民の会、フィリピン ト

ヨタ労組争議支援する会などのメバーが参加

しま したc

健康センターか ら鈴木事務局長 らが旗をた

てて隊列に加わま した。

、リコール問題の底辺には利益追求に軸を置

いた トヨタ生産システム、とりわけ過酷な部

品単価切り下げ、非正規労働者処遇、検査工

程省略などが指摘されています。

いわばシステムが必然的に生みだしたリコ
ールというとらえ方ができます。

○

務畿譲醒韻畠越鹸 1鰻器縄i爵種鶏響畿 サゥェ
挨拶する酒井さん

今回初めて 「名古屋ふれあいユニオン」の

酒井運営委員長が壇上か ら呼びかけを行いま

した。酒井 さんは、組織やイデオロギーの違

いをこえて前進 してい る総行動の成長 を共

同 ・連帯の観″点から大きく評価 しま した。

また トヨタエ場を解雇 され、毎 日工場へ出

向き守衛所か ら職場管理者に就労を求めてた

たかつている期間労働者から支援要請の呼び

かけがありま した。

この総行動を契機にさまざまな取 り組みが

結びあい、 ト ヨタに社会的責任を果たせる成

果がひ とつひ とつ実ることを願ってます。

(文責 :近森 泰 彦)

鶴
ン

攣 軍‐ャ鶴
蒐 控||ガ

『全トヨタ労働組含をサポ中卜する市民の会』
第3回総会を開催

2月 6日 午後、「全 トヨタ労働組合をサポー トす

る市民の会J第 3回 総会が開かれました。

2006年 1月 に結成 された個人加盟の全 トヨタ

労組 (ATU)は 若月委員長を先頭に着実な歩み

を重ねてきま した。

この 4年 間、内野健一 さんの労災認定など、労

働者からの相談に対応 しつつ職場の権利拡大に努

め貴重な成果モ)ありました。

「市民の会」の一年間の主な活動は次のお りです。

①機関紙 「れいめいJを 5回発行 しました。

② トヨタ講座を3回 、 ト ヨタ学習会を4回 開きト

ヨタの現状と問題点を学びました。

③名古屋駅前での宣伝行動を他団体と共同で毎月

1回取り組みました。
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④西三河地域で共同の運動体作りに参加しました。
⑤ジェイテクト田中裁判、ファインシンタ‐熊沢

事案を支援しました。

⑥デンソー川野裁判終結に貢献しました。

② 「東海地方外国人支援ネットワーク」発足に参
加しました。

その他、関係する諸団体と連携し労働者生活と

権利を守る諸活動に参加 しました。

今年の方針では、主に次のことに取りむことに

なりました。

①ATU組 合員の拡大や機関紙の配布に協力する。
② トヨタ講座、 トョタ学習会に参加します。

②ジェイテクト田中裁判、ファインシンター熊沢
さんなどの活動を支援します。

③諸団体とともに名古屋駅前での宣伝行動に参加
します。

④西三河地域に共同の場づくりをすすめます。

⑤機関紙 「れいめいJを 充実し定期発行をめざヒ/

ます。

⑥会員を増やし財政基盤の強化に努めます。
その他、ATUを 支援しトヨタと向き合 う活動に

金沢大学の学生

取 り組みます。

役員,、 共同代表に猿田正機 (中京大教授)、中

谷雄二 (弁護士)、副代表に古木夫 (ジャーナ リス

ト)、牧野三枝 子 (銀産労)事 務局長に近森泰彦

(健康センター)な どを選び、全体 として体制を

強化 しま した。

猿田共同代表は、資料をもとに次のように挨拶
しま した。

100年 来の大恐慌で トョタを含め展望がみえな

い。激烈な国際競争の中で リコール問題 も起きた。

トヨタシステムは全産業全分野、さらに世界に

影響を広げている。 ト ョタシステムは、好況の時

は長時間高密度の労働によって週労などの健康問

題 を引き起 こす。不況の時は非正規労働者を解雇

し、正規労働者の雇用や生活を不安に陥れ る。

長年にわたる下請け単価の切 り下げによって、

関連企業の外国人や女性が極限まで しば られる状

態がおきている。無差別殺人事件、 自殺、派遣村、

炊き出 し、生活保護の激増など負の社会現象は ト

ヨタシステム と無関係 とは言えない。

(文責:大家 信 義)

①○

トヨタの実像調査に健康じ ターを諭問
2009年8月 、社会保障を専門とする金沢大学の先生からメールが届きました。
「・…貧困と格差、若者の失業、派遣切 り問題、生活保護の仕組み と実態などについて、学習討

論を行ってきました。それ らをもとに学生たちに調査 してみたいところを挙げさせたところ、大
多数が豊田市を希望 しました。トスタ自動車および豊田市の雇用 ,失業や生活保護の状況、労働
組合、地域団体などの取 り組みを紹介 していただけないで しょうか ?」これに応え各分野で活動
されてお られる方々に講師をお願いしたところ快 く引き受けて頂きました。

(文責 近 森泰彦)
1講 :「今年の生活保護支援から見えてくるものJ

笹島診療所 ソーシャル ワーカー藤井克彦 さ

ん。30数 年にわたって笹島診療所を拠点に失

業者、生活困窮者のサポー トを続けている。
2講 :「トヨタの労働者管理 と労働組合」

中京大学非常勤講師杉山直 さん。 ト ヨタ研

究者で、ここ数年の間に猿 田先生たちと共同

で 『トヨタ企業集団と格差社会』(ミネルバ書

房)な どを刊行 されている。

3講 :「トヨタ支配下の豊 田市政J

元豊 田市職員本多弘司さん。地域問題研究

者 として活躍。市長選挙に立候補の経験 も。
4議 :「愛知連帯ユニオン組合員Kさ んの経験」

Kさ んは長年にわたって トョタ直属の研究

所に派遣 され、 ト ヨタ関連技術者の教育にあ

つたつてきた。突然解雇 され、派遣会社を相

手にたたかっている。

5講 :「トヨタ城下町知立団地での派遣村」

派遣村村長高須優子 さん。知立団地 (2009

年 4月 現在、2445世 帯、4891人 。 うち 1257



世帯、2634人 が 日系ブラジル人を中心 とした

外国人労働者)で トヨタショックの後、
し
次々

に職 を追われた労働者の支援を続けている。

◆わが身にも ?… 口感想文か ら

*「 普段は知ることのできない生の声を聞く

ことができた。それ らは本来聞きのがされ

てはならない人々の叫びのようだった。今

回の経験は行政 とすべての人々の知るべき

こと、すべきことといつたあ り方を考える

機会になった」 (男)

*「 驚いたのは労働組合についてで した。労

働組合は、労働者が団結 して企業に対 して

意見を言 う組織であるはずです。それなの

に トヨタの労働組合は、会社をバ ックア ッ

プ しているとV う`ことで した」 (女)

*「 一度雇用 とい う足場か ら踏み外 したら簡

単に元に戻れないような社会保障に穴があ

る中で、甘えだ、努力が足 りないだ と、 自

己責任論を持ち出すのはおか しい。それで

すませ る問題ではない と思います」 (女)

*「 日本の労働組合の機能不全、社会保障制

度の改革課題など新たな問題 も見えま した。

企業城下町豊田市 と伝統工業 も盛んな金沢

市、大きく異なる 2つ の市を比較すること

によってさらに理角年を深めることができる

ように思います」 (男)

*「 生活保護支援を行った り、派遣村を開催

した り、ユニオンをつ くつて労働者や労働

組合をサポー ト。 ト ヨタの実態 。問題点を

調査 して論文に。わた したちのよ うな学生

に見間を広めさせて くれ る人、こ うした支

援をす る人々の輪が確実に結果を生み出し

ているとい うことを確認できた とともにそ

の輪が非常に頼 もしく感 じられた」 (女)

啄 族の各Jの形出され。藤阻されが謂演
金沢大学の日―スクール

2009年 12月 下旬、金沢大学でロースクールが開催 されました。これ将来弁護士を目指す学生を対象

に開かれたものです。このロースクールに、 ドラッグスギヤマ裁判元原告 ・杉山ふ じ江さんと中電裁判

元原告 ・藤田睦美さんのお二人が講演を依頼され、出席されました。お二人の原告から手記が寄せ られ

ましたので紹介 します。 ※ロースクール とは司法試験の受験資格を得る学校 (法科大学院)

亡き息子の思い出の地、金沢にて

ドラッグスギヤマ損害賠償裁判  元 原告 杉 山ふじ江

平成21年も押 し詰まった12月22日、冷え込

んだとても寒い朝。真暗い中を最寄の駅へ向

か う。…電車に乗 つたのは 5時 58分で した。

金沢はどんなに寒いのだろうか、雪はどれ

程積 もつているのだろ う。

きちん とお話が出来るか しら…・不安でい

っぱいで した。

米原か らは一緒に行 く藤 田さんが乗 りこみ、

北陸本線 「しらさざ号」の窓の外が段々と銀

色に覆われて行きます。「ワァー寒そ う !」と

思わずつぶやきました。

福井駅で下車 し、海道弁護士 と合流 して金

沢での昼食cな んとい う偶然…。そこは 9年 以

上も前に愛″自、貴紀 と主人 との 3人 で食事 した

お店で した。変わってない 1懐か しい !あの

日、窓側の席へ座った貴紀が、今 もす ぐ傍に

いる様な錯覚 さえ党えていま した。

金沢大学は雪で包まれ、学生 さん達の声が

校庭に響いていました。

ロースクールの学生 さんは約40名、私の子
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供 より大分若い学生 さん達の前でお話 させて

頂きました。              し

裁判中の辛かつた事、嬉 しかつた事、裁判

を終えた今息子貴紀への想い…・原稿 を用意

させて頂き、出来るだけ読まないようにと思

っていたのですが、やは り原稿を読むだけに

なつて しまつた講義に、反省ばか りが残って

います。

そ して、私にはこれか ら法律家の道に進ま

れ る学生 さんにどうしても聴いて頂きたい事

があ りま した。それは、裁判中の相手会社ス

ギヤマ薬品の顧問弁護士による言動、書面で

の人格攻撃に心底傷つけられたこと。そ して、

思いあまった末、懲戒請求をしている事です。

弱者の味方で心優 しい弁護士になつて頂き

たい、そ して 「死」に関わるような事件を担

当 したときには、た とえ裁判の相手方であろ

うと、無神経に心を掻 き裟 るような非情な弁

2009年12月21日 ・22日と名古屋大学 。金沢

大学で法律を学んでいる学生の方々に、過労

死遺族 となった私の経験をお話 させていただ

く機会があ りま した。 こうい う機会は 2度 目

にな りますが、今回は労災が認定されるまで

の長い道の りと、支えていただいた弁護士の

存在についてを中心に話 してきました。

いつ も事前に話す内容の原稿の準備 とい う

作業が とても辛いのですが、私の経験を聞い

ていただくことで、少 しでも法律を学ぶ学生

さんの将来に役立てていただけた らと思い話

をしま した。

名古屋大学では、真剣な顔で話を聞いて下

さっている学生さんの姿がす ごく印象的で し

たが、時間の関係で質問等、生の声を聞くこ

とができなかつたのが とても残念です。

金沢大学では、たくさんの質問を うけまし

た。その中でも、労災認定に必要な立証責任

依頼者の気持ちが分かる弁護士に

中部電力過労死裁判 元 原告  藤 田睦美

護士にはならないで欲 しい !と の思いをお話

させて頂きま した。

聴いて くれている学生 さん達の活き活きと

した眼差 し…・生前元気だつた頃の貴紀を思

い出していま した。

「本 国遺族の方のお話 を聞いて、決 して 、

品位 を欠く弁護士にはな らないぞ と思いま し

た。」と、感想文に書いて下さつている学生 さ

んがいま した。

良かった…・私の気持ちが伝わった。そ して

学生 さんの未来に少 しでもお役に立てたので

は・…と、今思っています。

私にとつて、亡き息子 との思い出深い地、

金沢での学生 さん達 との出会い、そ して海道

弁護士、藤 田さん、皆 さんの若 さに沢山の鋭

気をいただいた一 日で した。

貴重な体験をさせて頂きました。

が遺族側に負わされていることや支援の会 ・

家族の会の存在意義についての質問が特に記

憶に残つています。学生 さんにとつて、本で

の勉強ではわか らなかつた現実的な問題を遺

族の立場で話 したことによつて、より興味を

もち、また疑間を感 じていただけたのではと

思いま した。

後 日送 られてきた感想文は 5名 の方で した

が、皆 さん内容が濃 く、杉山さんと私が伝え

たかったことをしつか り感 じ取つていただけ

たのではないかと嬉 しく思いま した。

ある学生の方は感想文の最後に 「依頼者の

気持ちの分かる弁護士にな りたい と思つた。」

と書いていま した。その言葉 どお り、何年か

後には、遺族の気持ちのわかる人間性のある

弁護士 ・法律家になっていただけた らと願つ

ています。



過労死を防ぐカレンダー

岐阜県労働組合総連合がつ くったカレダー

が面 白く役に立ちます。毎 日、始業時亥」と終

業時刻を記入 して残業時間を計算書き込むよ

うになつています。主婦の場合は始業時亥Jを

主人の出勤時刻、終業時亥Jを帰宅時刻 として

通勤時間を差 し引いて残時間を書き込む と、

立派な勤務時間を証明す書類にな ります。
一

ヶ月の残業時間が 45時 間を超えていた ら、

注意信号、 80時 間超 えていた ら過労死濃厚

ライン、 100時 間を超えていた ら危険信号

です。労働組合や、労働相談所、労働基準監

督署への資料をもつて相談にいきま しょう。

私も早速、相談のあった事例にこれを利用 さ

せてもらいま した。

他に 「年次有給休暇をとっていますか ?」

「4月 から労基法がかわった ?」 「残業を支払

わないのは犯罪ですJ「疲れていまていません

か 自己チェックJ「ス トレス生む思考方法」

時間外労働の御llt賃金率の引き上げ

□昼欝離緩塀界沓捌淫浬誇ど精
嵯

十
回

習 認 岳冒霧1 3罫蟹ご1鑓 星 品 予あ彙

1室金の支払いから、有給の体暇 (法定の年体とは刷てす。)

||こすることができる。

〔例えば '周76時間の時間外労働をtノた揚台〕

LLE=幸 ≧垢誌 ジ手 葉筆めらミ十■ 月蛇

「あなたの家のオアシス度J「ス トレス自己診

断J「突然の首 ?違 法ですJ等 の記事が挟み込

まれています。詳 くは岐阜労連か愛知健康セ

ンターのア ドレスにアクセスしてください。

(文責 :宮崎 脩 一)

岐阜労連 URL h:亜7宮iftllc.b堕襲6.免2.cOm/

量$ユ$

FRI

終 業 終 業

残業時間 残業時間

中小企業については、当分の間、法定書J増隻
金率の31さ上十ずは猶予されます。

国  の 適用が猶予される中」ヽ事業二の規模

次の“,または(うに該当する事業二です。また、事業工単位ではなく、
企業 (法人また は個人事業 工)単 位 で判断 され ます。

|'資本金の額または出資の総額

:i
6000万 円以下

L__=空 以生___J

2常晴使用する労働琶数

1     小 売業 50人 以 下

２

蝶

ギ
ニ
・
撲

4月 労働基準法が一部改正されます
長時P8 3労働を抑制 し、la l <人の健康を守ることや仕事と生活のバランスを図るために、平成 20年 12月 5

日に労働基準法改正案が可決 ・成立 し、同 打2日 に公布されました。平成22年 4月 1日に腫行されました。

労働基準法改正のポイント

1信日以下

3億 円以 下

(50%の gJi曽馬金)15

(25%の 宮」増長舎)125

通常 の賃金

サ‐ビス業
100人 以下

―
侍

lヶ月 の

B寺間外労働 (0手間 )

- 12

局608寺間を超える16時間の角の富」増賃金のSき 士

げ倉25%(50%-25%)の 支払いに代えて、16

時間×026=4時 間分の高給の体暇を付与 すること

60  76 参考文献 t労働PiJ係法のポイント 岐 早県版 1ペ ージ



ッセイ 祭

珠
し掛けこ

奮綾軟諭 宅 藤 富美

「先生、けが した」「お腹痛い」「頭痛いから休ませて」などと、

毎 日、保健室は、あわただ しい③そのため、時間がす ぐ過ぎて し

のだろう」「もう、こんな時間Jな んてことは、 日常茶飯事だ。

比
Ｌ
）
子

そんな私にも毎 日楽 しみにしていることがある。毎朝校門に立ち、子 どもたちにあいさ

つをすることだ。これで、私は 1日 のパワーを子 どもたちか らもらうのだ。与えられると

いつたほうがいいだろ うか…・。

朝、校門に立ち、私は満面の笑顔で、子 どもたちにあいさつをする。私より先に、あい

さつをしてくれる子 どもは少ない。たまに、あいさつ してくれるとメチャクチャうれ し

い 1「先生 !」 と私に寄つてくる子 どもがいるとまたまた うれ しい !!「 なあに ?ど うし

たの ?」 と話 し出す。すると、他の教師から 'あと2分 で鐘がなるぞ―。早く教室に行

け !」 と声がかかる。 「しまつた !Jと 思い、「あとで、聞くからね」と言って、肩をポン

とたたく。

毎 日、保健室に来た子 ども達には、極力、声をかけるようにしている。「昨 日お腹痛かつ

たょね。今 日は、大丈夫 ?」 「うん、微妙…・J「そ うか―。無理 しないでね。調子悪かった

ら、、来るんだよ」「昨 日のけが、よくなった― ?J「 大丈夫だつたよ。」「ほんと。それはよ

かったね。これからけが しないようにね」「うん」など、ほんの一言 。二言言葉を交わす

これがとてもうれ しい 1! こ んなことがあつた。毎 日、遅刻をしてくる男の子がいた。

元気 ・やる気がなさそ うに歩いてくる。「遅かつたね。明 日はもう少 し早 くくるんだよJと

声をかけてきた。最初は、「うんJと 気のない返事が返つてきて、次の 日は、また、遅亥Jの

日々だつた。ほんのたまに、遅刻 しないで登校する。「す ごい 1今 日は早かつたね。やれば

できるよ !明 日もがんばろう」 とほめる。

でも、次の 日、チ ・コ ・ク !…・「明 日は、がんばれるよね。Jと 言つて、肩をポンとた

たく。「昨 日より、早かつた。」「今 日は、ちよつと遅かつたね。明 日は、もう少 し早 く」

「今 日は、がんばつたね」など、毎 日声をかけた。

1週 間遅亥Jしなかつた。「す ご～い |メチャクチャがんばつたね !Jと 褒 めた彼 はものす

ごくうれ しそ うな顔 を した。それか ら、遅刻が半分 に減 った。

学年が上がって、彼 の遅刻は、ほ とん どなくなった。それでも、私は、声をかける。 「が

んばってるね―」 「す ごいね～」 と…・彼は満面の笑みを うかべ る。 ときには、「おれ、天

才」 ピースサインをす る時 もある。そんな、彼 をみていると私は とても幸せになる。だか

ら、朝校門で、立つ ことがや め られない。

これが、私の楽 しみである。

ま う。 レ争日は、

‐ 13‐



健康で働き続ける社会のために しヽのちの尊厳を守る裁判の支援をお願いします。

裁判の進行状況 と、支援す る会の運動の動きをお知 らせ します。 (順不同)

公正で道理ある判決を求め、多 くの市民が注目していることが伝わるように、あなたも傍

聴に参加 してください。署名にご協力 ください。

判決が 2月 25日 の予定で したが、

午後 3時 30分 に変更 されま した。

館 で報告集会を予定 しています。

小池裁判一高裁

(障がい者マツヤデンキ過労死労災認定訴訟)

!      倉 田裁判一地裁

i(刈谷市職員過労死の公務上災害認定を求める)

2月 3日 結審で倉 円利奈 さんが最後の陳述 を行

いま した。判決は 4月 2ヽ1日 (水)午後 4時 です。

支援す る会は、引き続き刈谷市駅での宣伝・署名

活動や裁判長への手紙を取 り組んでいます。

小出裁判一地裁

(ソフ トバンク過労自死労災認定訴訟)

3月 24日 (水)午後 3時 30分  進 行協議が行われ

ます。 「労災認定 1行 政訴訟を求めて地裁に向け

て署名活動を行っています。

1       田 中裁判―地裁

|(ジ エイテク ト労働者 うつ病解雇撤回訴訟)

田中さんは業務で うつ病を発症 し、休職中で した

が、就労可能の診断書を添えて復職申請 し′ていま

した。 しか し会社は応ぜず、休職期間満了で不当

解雇 しま した。解雇撤回を求めて提訴 Lンま した。

4月 13日 午後 51時 か ら弁論準備が行わねノます。

1   市 バス運転士山田一基金支部

|(パ ワハラで自死、基金に公務災害申請)

毎 日放送が映像
“
09「市バス運転手の自殺Jを 遺

族に密着 し取材、昨年末関西地区で放映 tンまと/た。

支援する会は3月 5日 (金)午後 6時 30分に「映像1

をDVDで 上映 し、支援の輪を広げていきます:

3月 19日 (金)

判決後、桜華会

堀裁判 一高裁

:(豊川市職員過労自死の公務災害認定を求める)

堀照伸 さんの死に 「何もなかったJと する豊川市

に対 し、阿部さんは 「逃げ場のない叱責を行 う」

と、上司のパワハラを指摘 しました。出出』習HL

藤原裁判―高裁

(中電労働者アスベス ト損害賠償訴訟)

裁半1胎
卜
の本田角年勧告により、

張が提示されまにンた。3月

り非公開の進行協議があり

原告の=ぶ 。被告の主

5日 (金)午前 10時 よ

ます。

鳥居裁判 一地裁

(先生が倒れ障害者に、公務災幸認定を求める)

弁論準備の法廷が 2月 4日 (金)開 かれま 1ンた。

被告は鳥居 さんの病気の原因についても、業務 と

過重性について も争 うことを表明 1ンました。次々

回には証拠調べに入る見込みです。次回は 3月 11

日(木)午後 3時 30分 です。

14



1月4日 月

1月6日 本

1月7日 木

1木・吉川)

|三
菱勝たせ る会本 田事務局長ほか来所

倖

・嬢 抑 閣 団維 急 嫁 鍋

1堀弁護国会議 宮 崎 ・吉川

|「過労死家族の会Jニ ュース印刷に来所

十パ ソコン点検 小 崎 さん来所

電話本目談  復 職 につしヽて福井か ら

1山梨中村労災 「提訴す るなJ Fax

l一宮健康センター理事会 (三栄 ・宮崎)

1西三河連帯準備会 (近森)

爆 案〒書儒キ
懇談(構松 ・福田 ・吉良―宮崎 1

 `十   1牧 野さん来所 署 名回収

1月26日 火 20周年行事愛教労要請 (今枝)

朗 27目 水
憚 界曇撃誓録・着習致望篭取節嚇  抑

1月28日木 十 三 菱電機派遣切 り裁判 (大家 ・鈴木)

1月29目金
1名

古屋駅前共同宣伝 (近森・鈴木・吉川)

lP,?早1封千軍i押=空客4?合!官呼吟合(宮呼!

~ ~                 「
          ―            ――               _             _         |十

  送 付先  1       署   名

全国センターヘ 1公務員アスベス ト署名集約分      |

支援する会へ 1小池署名

支援する会へ 倉 田署名

支援する会へ 堀 署名

支援する会へ 山 田署名

支援する会へ 1山田署名

誌
| ~    ~          ~   ~   ―

 ― ―       ― ―    _  _ _

2月2日 火INさ ん労災認定請求経過の電話

2月3日 水 パ ノコン故障キーボー ド買い換 え

2月4日 木IK研 究所か ら手紙、パ ワハラ研修の件

2月6日 土1地方セ ンター交流集会 6・7日 (吉川)

2月8日 月1名鉄観光来所 20周 年記念行事検討

|三菱電機派遣切 り裁判支援要請に来所

2月10日 水1愛労連相談セ ンターか ら相談要請

2月12日 金
十
年金者組合緑支部来所 山 田支援会費

2月13日 士1名古屋過労死家族の会総会 19人 参加

2月17日 水1全国セ ンター理事会 (吉川)

2月18日 木 小池判決 マ スコミ提供

2月 19日

2月20日

2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月28日

1市バス山田 現 職から職場実態の電話あり

金
|一

宮健康セ ンター理事会 (三栄 ・宮崎)

上1高木理事長 と事務局員懇談

月1来所相談 兵 庫県Kさ ん 夫 の労災

1ン 豚 尋 筆
景

当 罪

木
1電

言舌本目談 福 井 Iさ ん復職の件

日反貧困ネットヮーク (鈴木・近森・大家)

相次お札の手紙るく

その承玖の%在の身|こしみ3多枠じをリチL化ク 12演ぅるに、窪議覇

夕子号景富鑑21を子:;t` / Rよじ化v
とヤびり方胸かIかド

ぁるのヵ＼、
チム左1みt志、スギイぎいら簡題ぇzゎ
か1多じ作。あヽ 多ムの夕ゑ王差レぅ
ろ々 そ4ち争にや,とね9ち芸↓ャ子く
多つぜひでチじ後り 丁ワtR多ぇ夕1こ
みβをえにの,で千コナ烙移象夕'ひゴ雛騒塀

て
3-で`` ぃ多じ作./1/

審静盟材色ゑ張

日

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
・鈴

ハ
　
　
　
　
　
家

一
・　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
大

，
同
　
　
　
　
噂
訓
幼
並

一
”

　

　

　

　

　

　

　

卜

　

・

　

・
　

＜

■
倍
ｎ
　
　
岸
揃
鉢
諮

|

1月8日 金

1月1 0日 日

1月1 4日 木

1月1 5日 金

1月1 6日 土

1月2 0日 水

1月2 1日 木

1月2 2日 金

1月2 3日

1月2 5日

土

　

月

361筆

86筆

60筆

120筆

1 2 1筆
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月  日 事 項 時間 ・場所など

3月 4日 (木) 第 3回 理事会 18:30 労 働会館2階小会議室

5日 (金) 市バス運転士過労自死 ・山田事件学習会 18:30 労 働会館本館会議室

6日 (土) 西三河働 くものの暮らしと健康ネット準備会 13:00 安城地区労

1 1日(木) 三菱電機派遣切 り無効裁判 1 1 : 3 0  名 古屋地裁

中学校教諭公務災害認定 ・鳥居裁判 15:30 名古屋地裁

第 1回 労災防止分科会プレ集会 18:30 健康センター事務所

1 2日(金) 南部法律事務所伊藤弁護士就任披露宴 18:00 金 山ANAホ テル

13日(土) 故安藤巌さんを偲ぶ会 14:00  プメデ資2と医耀煮ととわ%レインホ一`ホール

労働負担研究会 10:00 同 志社大学 (京都)

13(土二)。14(日 ) 公務災害認定闘争全国交流集会 熱海

14日 (日 ) 春の大集会 (実行委員会) 13:00 久屋市民広場

15日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

16日 (火) ゆたか福社会40周年記念集会 10:00日本ガイシフォーラム(笠寺)

倉田事務局会議 19:00 刈谷民商
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1 9日(金) マツヤデンキ過労死労災認定 ・小池裁判半u弟に 15i30 名 古屋高裁

2 0日 (土) 山田顧問 ・高木理事長 と事務局の懇談 14:00 事務所

25日(木) 判例研究会 (堀口小池判決事例) 18:30 水 野法律事務所

26日 (金) 金丸事務局会議 14:00 名 古屋法律事務所

27日 (上) トヨタ学習会(講師 :梅村弁護士) 13:00 豊 田市教職員会館

29日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

4月 4日 ・5日 古稀を祝 う会 琵琶湖エクシブ

6 日 (火) 泰中サポー ト会議 14:00 労 働会館

7日 (水) 全国センター理事会 13:00 全 労連会館 (東京)

9日 (金) アスベス ト対策愛知連絡会議 14:00 労働会館小会議室

12日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

13日 (火) ジェイテク ト不当解雇 ・田中裁判 15:00 名古屋地裁

21日(水) 刈谷市職員過労死労公務災害認定
決巾

二
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半裁田倉 16:00 名 古屋地裁

24日 (EL) 労問研理事会 13100 労 働会館本館 ・小会議室

26日 (月) 事務局会議 10,00 事 務所

5月 1日 (土) 第 81回 メーデー 10:00 名城公園

30日 (日) 反貧困ネ ッ トワーク愛知結成総会 13:30 愛知県司法書士会館
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